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　 　 【 請 求 項 １ 】 　 遊 技 媒 体 の 所 定 領 域 で の 通 過 状 況 を 遊 技 媒 体 検 出 手 段 に よ り 検 出 し 、
そ の 検 出 結 果 に 応 じ て 遊 技 を 進 行 す る よ う に し た 遊 技 機 に お い て 、
　

こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

前 記 遊 技 媒 体 検 出 手 段 は 、
　 前 記 遊 技 媒 体 の 通 過 の 有 無 に 応 じ て 電 圧 の 異 な る 第 １ 信 号 を 第 １ 信 号 線 に よ り 伝 送 す る
と と も に 、 前 記 遊 技 媒 体 の 通 過 時 及 び 非 通 過 時 の 各 電 圧 が 、 前 記 第 １ 信 号 の 各 電 圧 と は 逆
の 関 係 と な る 第 ２ 信 号 を 第 ２ 信 号 線 に よ り 伝 送 す る 信 号 伝 送 手 段 と 、
　 前 記 信 号 に 関 し 、 遊 技 媒 体 が 通 過 す る と き の 電 圧 及 び 通 過 し な い と き の 電 圧 の 差 の 絶 対
値 を 所 定 値 と し 、 前 記 信 号 伝 送 手 段 に よ る 両 信 号 の 電 圧 の 差 の 絶 対 値 が 前 記 所 定 値 と は 異
な る 場 合 に 、 両 信 号 を 無 効 と 判 定 す る 有 効 性 判 定 手 段 と
を 備 え る
　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 前 記 有 効 性 判 定 手 段 に よ る 有 効 判 定 に 応 じ 、 前 記 第 １ 信 号 及 び 前 記 第
２ 信 号 の 少 な く と も 一 方 に 基 づ き 、 前 記 遊 技 媒 体 の 通 過 の 有 無 を 決 定 す る 通 過 決 定 手 段 を
さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 前 記 有 効 性 判 定 手 段 に よ る 無 効 判 定 に 応 じ 、 前 記 遊 技 媒 体 の 前 記 所 定
領 域 に 対 す る 非 通 過 を 決 定 す る 非 通 過 決 定 手 段 を さ ら に 備 え る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １
ま た は 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 。
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